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議案第７０号 

 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の一部改正について       

        

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、一部の選挙運動の公費負担の限度

額を引き上げるため、本条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例（案） 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成６年池田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第９条及び第１０条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

第１３条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日

を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示される選挙につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第７０号  説  明 

 

池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の 

公費負担に関する条例の一部改正について       

        

１ 選挙運動用ビラの作成に係る費用について、公費負担の上限額を引き上げ

るものであること。 

（第９条及び第１０条関係） 

２ 選挙運動用ポスターの作成に係る費用について、公費負担の上限額を引き

上げるものであること。 

（第１３条関係） 

３ この条例は、公布の日から施行するものであること。また、適用区分を定

めるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第７０号  参  考 

 池田市議会議員及び池田市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

改        正        前 改        正        後 

第１条～第８条 （略） 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第９条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が７円７３銭を超える場合には、７円７３銭）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第７条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業

者に対し支払う。 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額） 

第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限

度額は、候補者１人について、７円７３銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当

該作成枚数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、

同号に定める枚数）を乗じて得た金額とする。 

第１条～第８条 （略） 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第９条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の

契約に基づき当該契約の相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が８円３８銭を超える場合には、８円３８銭）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当

該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得

た金額を、第７条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該

当する場合に限り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、当該ビラ作成業

者に対し支払う。 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額） 

第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限

度額は、候補者１人について、８円３８銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当

該作成枚数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、

同号に定める枚数）を乗じて得た金額とする。 
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改        正        前 改        正        後 

第１１条・第１２条 （略） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第１３条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条

の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、５４１円３１銭に当該選挙が行われる区域におけ

るポスター掲示場の数（以下単に「ポスター掲示場の数」という。）を乗じ

て得た金額に３１６，２５０円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して

得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場の数に

相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当

該ポスター作成業者に対し支払う。 

第１４条・第１５条 （略） 

 

 

第１１条・第１２条 （略） 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第１３条 本市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条

の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作

成単価（当該作成単価が、５８６円８８銭に当該選挙が行われる区域におけ

るポスター掲示場の数（以下単に「ポスター掲示場の数」という。）を乗じ

て得た金額に３１６，２５０円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して

得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下

「単価の限度額」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該

選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポスター掲示場の数に

相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗

じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者からの請求に基づき、当

該ポスター作成業者に対し支払う。 

第１４条・第１５条 （略） 
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議案第７１号 

 

 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬 

及び費用弁償条例の一部改正について 

 

 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正

する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正を踏まえ、選

挙に関係する非常勤の特別職の職員の報酬額の引上げを行うため、本条例の

一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を

改正する条例（案） 

 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（昭和３９年

池田市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１投票所の投票管理者の項中「１３，０００」を「１４，５００」に

改め、同表期日前投票所の投票管理者の項中「１１，５００」を「１２，８０

０」に改め、同表開票管理者の項中「１０，１００」を「１２，２００」に改

め、同表選挙長の項中「１１，２００」を「１２，２００」に改め、同表投票

所の投票立会人の項中「１１，０００」を「１２，４００」に改め、同表期日

前投票所の投票立会人の項中「９，８００」を「１０，９００」に改め、同表

開票立会人の項及び選挙立会人の項中「８，９００」を「１０，１００」に改

め、同表備考第１項中「２５０円」を「２７８円８５銭」に改め、「減じた額」

の次に「（その額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上

１０円未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額）」を加え、同

表備考第２項第１号中「２５０円」を「２７８円２６銭」に改め、「加えた額」

の次に「（その額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上

１０円未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額）」を加え、同

項第２号中「２５０円」を「２７８円２６銭」に改め、「減じた額」の次に

「（その額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円

未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額）」を加え、同表備考

第４項中「２１１円５４銭」を「２３８円４６銭」に改め、同表備考第５項各

号中「２１３円４銭」を「２３６円９６銭」に改める。 

附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号  説  明 

 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬 

及び費用弁償条例の一部改正について 

        

１ 投票管理者、投票立会人その他の選挙に関係する非常勤の特別職の職員の

報酬額の引上げを行うものであること。 

（別表第１関係） 

２ この条例は、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第７１号  参  考 

池田市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

本則 （略） 

別表第１（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

本則 （略） 

別表第１（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

区分 報酬額 

教育委員会委員～固定資産評価審査委

員会委員 
（略） 

投票所の投票管理者 日額 １３，０００ 

期日前投票所の投票管理者 〃 １１，５００ 

開票管理者 〃 １０，１００ 

選挙長 〃 １１，２００ 

投票所の投票立会人 〃 １１，０００ 

期日前投票所の投票立会人 〃 ９，８００ 

開票立会人 〃 ８，９００ 

選挙立会人 〃 ８，９００ 

臨時に補充した選挙管理委員の補充員

～附属機関委員（委員長又は会長を除

く。）及び専門委員 

（略） 

 

区分 報酬額 

教育委員会委員～固定資産評価審査委

員会委員 
（略） 

投票所の投票管理者 日額 １４，５００ 

期日前投票所の投票管理者 〃 １２，８００ 

開票管理者 〃 １２，２００ 

選挙長 〃 １２，２００ 

投票所の投票立会人 〃 １２，４００ 

期日前投票所の投票立会人 〃 １０，９００ 

開票立会人 〃 １０，１００ 

選挙立会人 〃 １０，１００ 

臨時に補充した選挙管理委員の補充員

～附属機関委員（委員長又は会長を除

く。）及び専門委員 

（略） 

-
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0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

１ 投票所の投票管理者の報酬額については、その投票管理者の勤務開始

時刻から勤務終了時刻までの時間（休憩時間を含む。以下この項におい

て「投票管理時間」という。）が１３時間に満たない場合は、１３時間

から投票管理時間を減じた時間を１５分で除して得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）に２５０円を乗じ

て得た額をこの表の額から減じた額とする。 

 

 

２ 期日前投票所の投票管理者の報酬額については、次の各号に掲げる場

合は、当該各号に定める額とする。 

(1) その期日前投票所の投票管理者の勤務開始時刻から勤務終了時刻ま

での時間（休憩時間を含む。以下この号及び次号において「期日前投

票管理時間」という。）が１１時間３０分を超える場合 期日前投票

管理時間から１１時間３０分を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）

に２５０円を乗じて得た額をこの表の額に加えた額 

 

 

(2) 期日前投票管理時間が１１時間３０分に満たない場合 １１時間３

１ 投票所の投票管理者の報酬額については、その投票管理者の勤務開始

時刻から勤務終了時刻までの時間（休憩時間を含む。以下この項におい

て「投票管理時間」という。）が１３時間に満たない場合は、１３時間

から投票管理時間を減じた時間を１５分で除して得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）に２７８円８５銭

を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（その額に５円未満の端数が

生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数が生じたとき

はこれを１０円に切り上げた額）とする。 

２ 期日前投票所の投票管理者の報酬額については、次の各号に掲げる場

合は、当該各号に定める額とする。 

(1) その期日前投票所の投票管理者の勤務開始時刻から勤務終了時刻ま

での時間（休憩時間を含む。以下この号及び次号において「期日前投

票管理時間」という。）が１１時間３０分を超える場合 期日前投票

管理時間から１１時間３０分を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）

に２７８円２６銭を乗じて得た額をこの表の額に加えた額（その額に

５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満

の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

(2) 期日前投票管理時間が１１時間３０分に満たない場合 １１時間３

-
 
1
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

０分から期日前投票管理時間を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた時

間）に２５０円を乗じて得た額をこの表の額から減じた額 

 

 

３ （略） 

４ 投票所の投票立会人の報酬額については、その投票立会人の勤務開始

時刻から勤務終了時刻までの時間（休憩時間を含む。以下この項におい

て「投票立会時間」という。）が１３時間に満たない場合は、１３時間

から投票立会時間を減じた時間を１５分で除して得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）に２１１円５４銭

を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（その額に５円未満の端数が

生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数が生じたとき

はこれを１０円に切り上げた額）とする。 

５ 期日前投票所の投票立会人の報酬額については、次の各号に掲げる場

合は、当該各号に定める額とする。 

(1) その期日前投票所の投票立会人の勤務開始時刻から勤務終了時刻ま

での時間（休憩時間を含む。以下この号及び次号において「期日前投

票立会時間」という。）が１１時間３０分を超える場合 期日前投票

０分から期日前投票管理時間を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた時

間）に２７８円２６銭を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（そ

の額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０

円未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

３ （略） 

４ 投票所の投票立会人の報酬額については、その投票立会人の勤務開始

時刻から勤務終了時刻までの時間（休憩時間を含む。以下この項におい

て「投票立会時間」という。）が１３時間に満たない場合は、１３時間

から投票立会時間を減じた時間を１５分で除して得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）に２３８円４６銭

を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（その額に５円未満の端数が

生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数が生じたとき

はこれを１０円に切り上げた額）とする。 

５ 期日前投票所の投票立会人の報酬額については、次の各号に掲げる場

合は、当該各号に定める額とする。 

(1) その期日前投票所の投票立会人の勤務開始時刻から勤務終了時刻ま

での時間（休憩時間を含む。以下この号及び次号において「期日前投

票立会時間」という。）が１１時間３０分を超える場合 期日前投票

-
 
1
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

立会時間から１１時間３０分を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）

に２１３円４銭を乗じて得た額をこの表の額に加えた額（その額に５

円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の

端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

(2) 期日前投票立会時間が１１時間３０分に満たない場合 １１時間３

０分から期日前投票立会時間を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた時

間）に２１３円４銭を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（その

額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円

未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

６ （略） 

別表第２ （略） 

 

 

 

 

 

 

立会時間から１１時間３０分を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた数）

に２３６円９６銭を乗じて得た額をこの表の額に加えた額（その額に

５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満

の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

(2) 期日前投票立会時間が１１時間３０分に満たない場合 １１時間３

０分から期日前投票立会時間を減じた時間を１５分で除して得た数

（その数に１未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた時

間）に２３６円９６銭を乗じて得た額をこの表の額から減じた額（そ

の額に５円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５円以上１０

円未満の端数が生じたときはこれを１０円に切り上げた額） 

６ （略） 

別表第２ （略） 
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議案第７２号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２４４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４４,６４５,２４１千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､｢第１表 歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年６月５日　提出

令和７年度池田市一般会計補正予算（第４号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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議案第７２号　　説　　明

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ４ 号
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歳 入
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歳 出
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特 別 職

給 与 費

区 分 職 員 数

報 酬 給 料 地 域 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当 退 職 手 当 計

共 済 費 合 計

人 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  

長 等 4 － 34,692 5,204 392 20,592 13,920 74,800 10,394 85,194 

補 正 後
議 員 22 157,685 － － － 68,069 － 225,754 40,946 266,700 

そ の 他 1,198 113,443 － － － － － 113,443 － 113,443 

計 1,224 271,128 34,692 5,204 392 88,661 13,920 413,997 51,340 465,337 

長 等 4 － 34,692 5,204 392 20,592 13,920 74,800 10,394 85,194 

補 正 前
議 員 22 157,685 － － － 68,069 － 225,754 40,946 266,700 

そ の 他 1,198 112,991 － － － － － 112,991 － 112,991 

計 1,224 270,676 34,692 5,204 392 88,661 13,920 413,545 51,340 464,885 

長 等 0 － 0 0 0 0 0 0 0 0 

比 較
議 員 0 0 － － － 0 － 0 0 0 

そ の 他 0 452 － － － － － 452 － 452 

計 0 452 0 0 0 0 0 452 0 452 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,599,376     452     25,599,828     

人　  件　  費 9,589,693     452     9,590,145     

扶　  助　  費 12,255,801     ─  　 12,255,801     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,680,630     ─  　 1,680,630     

 そ　   の   　他 17,364,991     △ 208     17,364,783     

物　  件　  費 8,357,894     ─  　 8,357,894     

そ　  の　  他 9,007,097     △ 208     9,006,889     

44,644,997     244     44,645,241     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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